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那覇市要介護者重度化防止等ケアマネジメント研究会開催の根拠法
介護保険法
(会議)

第百十五条の四十八 市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な
実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委
員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により
構成される会議(以下この条において「会議」という。)を置くように努めなければならない。

２ 会議は、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項において
「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支
援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討
を行うものとする。

３ 会議は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は
情報の提供、意見の回答その他必要な協力を求めることができる。

４ 関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の回答その他必
要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

５ 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関し
て知り得た秘密を漏らしてはならない。

６　前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。

(平二六法八三・追加)

プランとサービスが自立に資するものでなければいけない根拠
介護保険法
(介護保険)

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)
に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるととも
に、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保
険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設
から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、
可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
るように配慮されなければならない。

(平一七法七七・平二三法七二・一部改正)

介護保険法
(国民の努力及び義務)

第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変
化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、
進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するこ
とにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものと
する。


